
新学習指導要領による小学校外国語教育の実施に向けて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

平成 29年 12月 28日 
教育庁義務教育課 

 新学習指導要領による小学校の外国語教育の概要（平成３２年度から全面実施） 

 

 移行措置の内容（平成３０・３１年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３、４年生：外国語活動 

○「聞くこと」「話すこと（やりとり）」「話すこと（発表）」の３領域を扱う 
○実際に英語を用いた活動を通して、次の事項を体験的に身に付ける 
・言語を用いて主体的にコミュニケーションを図ることの楽しさや大切さを知ること 
・日本と外国の言語や文化について理解すること 
（英語の音声やリズムなどへの慣れ親しみ、言葉の面白さや豊かさへの気付き） 

＜目標＞ 

(1) 外国語を通して、言語や文化について体験的に理解を深め、日本語と外国語との音声の違い等に気付くとともに、

外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しむようにする。 

(2) 身近で簡単な事柄について、外国語で聞いたり話したりして自分の考えや気持ちなどを伝え合う力の素地を養う。 

(3) 外国語を通して、言語やその背景にある文化に対する理解を深め、相手に配慮しながら、主体的に外国語を用いて

コミュニケーションを図ろうとする態度を養う。 

これまでの外国語活動の実践を

活かしつつ、子どもの発達段階

に合わせる工夫が必要です 

 

 

 

 

 

 

 

５、６年生：外国語 

○「聞くこと」「読むこと」「話すこと〔やりとり〕」「話すこと〔発表〕」「書くこと」の５領域を扱う 
→読むこと ・活字体で書かれた文字を識別し、その読み方を発音することができるようにする 

        ・音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現の意味がわかるようにする 
 →書くこと ・大文字、小文字を活字体で書くことができるようにする 
       ・語順を意識しながら音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現を書き写すことができるようにする 
       ・自分のことや身近で簡単な事柄について、例文を参考に、音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現 

を用いて書くことができるようにする 
○外国語活動で扱った基本的な表現などの学習内容を繰り返し指導し定着を図る 

＜目標＞ 
(1) 外国語の音声や文字、語彙、表現、文構造、言語の働きなどについて、日本語と外国語との違いに気付き、これ

らの知識を理解するとともに、読むこと、書くことに慣れ親しみ、聞くこと、読むこと、話すこと、書くことによ
る実際のコミュニケーションにおいて活用できる基礎的な技能を身に付けるようにする。 

(2) コミュニケーションを行う目的や場面、状況などに応じて、身近で簡単な事柄について、聞いたり話したりする
とともに、音声で十分に慣れ親しんだ外国語の語彙や基本的な表現を推測しながら読んだり、語順を意識しながら
書いたりして、自分の考えや気持ちなどを伝え合うことができる基礎的な力を養う。 

(3) 外国語の背景にある文化に対する理解を深め、他者に配慮しながら、主体的に外国語を用いてコミュニケーショ
ンを図ろうとする態度を養う。 

 

小学校の外国語は中学校の前倒

しではなく、小学校だからこそ

できる新しい教科です。 

年間３５単位時間 

 

年間７０単位時間 

 

３、４年生：１５時間の外国語活動を実施 

＜必ず取り扱う事項＞ 

○英語の音声やリズムなどに慣れ親しむこと 

 ○日本語と英語の違いを知り、言語の面白さや豊かさに気付くこと 

 ○聞くこと及び話すことの言語活動の一部 
 

５、６年生：現行の外国語活動に外国語科の内容の一部（１５時間）を加えて実施 

＜必ず取り扱う事項＞ 

○基本的な語や句、文の発音やイントネーション 

○活字体の大文字、小文字   ○代名詞のうち I,  you,  he,  she 

○動名詞や過去形のうち活用頻度の高い基本的なもの 

○文構造（主語＋動詞、主語＋be 動詞＋名詞 / 代名詞 / 形容詞、主語＋動詞＋名詞 / 代名詞） 

○読むこと及び書くことの言語活動の一部 

新学習指導要領の外国語活動及び外国語科の内容の一部を加えて必ず取り扱います。 

【教材】文部科学省からH29年度中に、現行学習指導要領及び新学習指導要領の内容に係る教 
材（児童用冊子、教師用指導書、デジタル教材）が配付されます。 

【評価】移行期間中の５、６年生については、数値による学習評価は行わず、指導要録には現在
と同様に文章で記述します。３，４年生は、「総合所見及び指導上参考となる諸事項」
を記録する欄に，所見を文章で記述します。 

【授業時数】授業時数の特例として、年間総授業時数及び総合的な学習の時間の授業時数から
15時間を超えない範囲で外国語活動の授業時数にあてることができます。（移行期間の
みの措置です） 

 新学習指導要領全面実施までの流れ 

 

文部科学省から教材を配付 ５、６年生は教科書を使用 

 ○平成 18年度生まれから平成 22年度生まれの児童生徒については、現行教育課程と新教育課程が混
在することになるため、学習内容の増加分について特に注意が必要です。 

○文部科学省から提供されている年間計画の例など、資料を活用しながら年間指導計画を作成すること
が必要です。その際、中学校区内での小中連携が重要になります。 

Ｑ：高学年では文字を扱うことになるのですが、どれぐらいできるようになればよいのですか？ 

 Ａ：アルファベットの大文字と小文字は読み書きができるようにしましょう。単語や表現は十分に聞

いたり言ったりしたものを扱い、文字を見て意味がわかるようにし、書き写すことができるように

します。「読むこと」「書くこと」の必要感のある場面を大切にし、言語活動を工夫しましょう。単

語の綴りをたくさん覚えることや、英作文をすることではありませんので注意が必要です。 

Ｑ：校内研修を始めようと思っていますが、どんなことをすればよいでしょうか？ 

 Ａ：中核教員を中心に校内で授業を参観し合いましょう。「小学校外国語活動・外国語 研修ガイドブ

ック」の項目を選んで読み合い、短時間の研修を行うことも考えられます。 

Ｑ：教材はどのようなものを使うのでしょうか。音声教材なども配布されますか？ 

 Ａ：外国語活動（Let’s Try!）外国語（We Can!）ともに、文部科学省のＨＰからダウンロードする

ことができます。教師用の指導書や指導案の例もありますので、参考にしましょう。今使っている

“Hi, friends!” 同様、デジタル教材も配付されますので活用ください。 

 http://mext-next-kyozai.net/（ダウンロードにはＩＤとパスワードが必要です） 

 
Ｑ and Ａ 

各学校に配布さ
れているリーフ
レットも参考に
してください。 

 

最低限実施しなければならない授業時
数と内容です。より多くの時間をとって
先行実施をすることも可能です。 

http://mext-next-kyozai.net/

